
JP 2017-174528 A 2017.9.28

(57)【要約】
【課題】　表示画面とプッシュスイッチとをより近くに
配置でき、操作性の良好な電子機器を提供する。
【解決手段】　液晶表示ユニット２と、この液晶表示ユ
ニット２を保持するホルダ５と、液晶表示ユニット２に
よる表示面を臨むように設けられる開口部４１と設け、
ホルダ５を固定するハウジング４と、開口部４１の隣に
、キートップ３１を有する押圧操作可能なプッシュスイ
ッチ３と、を備え、キートップ３１は、前記押圧操作に
よって、ホルダ５に突き当たるように、ハウジング４に
保持される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示パネルと、
この表示パネルを保持するホルダと、
前記表示パネルによる表示面を臨むように設けられる開口部と設け、前記ホルダを固定す
るハウジングと、
前記開口部の隣に、キートップを有する押圧操作可能なスイッチと、を備え、
前記キートップは、前記押圧操作によって、前記ホルダに突き当たるように、前記ハウジ
ングに保持されることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記表示パネルの上面側に透明なタッチパネルを備え、
前記タッチパネルは、前記キートップと前記ホルダとの突き当り箇所を避けるように設け
られることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記ハウジングは、前記キートップの背面側であり、かつ前記ホルダの隣にスイッチ素
子を実装したプリント基板を保持するとともに、前記キートップを前記押圧操作によって
変形可能に保持することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記キートップは、利用者の指先に触れる操作面と、前記ホルダ及び前記プリント基板
に突き当て可能に設けられる当接部と、この当接部による突き当て状態の際に、前記スイ
ッチ素子を押圧操作するシャフト部と、前記ハウジングと前記プリント基板との間に挟ま
れて保持される固定部と、前記キートップを移動させる弾性変形可能なアーム部と、を備
えることを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に関し、例えば、タッチパネル及びプッシュスイッチを有する電子
機器に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　従来の電子機器において、入出力インターフェースとして、タッチパネルを有するもの
があり、例えば、特許文献１に開示されている。
　これらの電子機器にあっては、通常、タッチパネルだけでなく、ブッシュスイッチ等の
入力インターフェースも同一面に併設して用意し、用途に応じた使い分けを行うことが一
般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１３２４７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、これら電子機器にあっては、機能の多様化にともなって表示画面（タッ
チパネル）も大きくなりつつあり、限られたスペースでの配置が難しくなってきている。
また、表示とプッシュスイッチとが離れている場合には、利用者の視線移動が大きくなる
ため、特に表示との関連性や利用頻度の高いスイッチは、表示画面の近くに配置すること
が望ましい。
【０００５】
　本発明の目的は、上述の課題に着目し、表示画面とプッシュスイッチとをより近くに配
置でき、操作性の良好な電子機器を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電子機器は、
表示パネルと、
この表示パネルを保持するホルダと、
前記表示パネルによる表示面を臨むように設けられる開口部と設け、前記ホルダを固定す
るハウジングと、
前記開口部の隣に、キートップを有する押圧操作可能なスイッチと、を備え、
前記キートップは、前記押圧操作によって、前記ホルダに突き当たるように、前記ハウジ
ングに保持されることを特徴とする。
【０００７】
　また、前記表示パネルの上面側に透明なタッチパネルを備え、
前記タッチパネルは、前記キートップと前記ホルダとの突き当り箇所を避けるように設け
られることを特徴とする。
【０００８】
　また、前記ハウジングは、前記キートップの背面側であり、かつ前記ホルダの隣にスイ
ッチ素子を実装したプリント基板を保持するとともに、前記キートップを前記押圧操作に
よって変形可能に保持することを特徴とする。
【０００９】
　また、前記キートップは、利用者の指先に触れる操作面と、前記ホルダ及び前記プリン
ト基板に突き当て可能に設けられる当接部と、この当接部による突き当て状態の際に、前
記スイッチ素子を押圧操作するシャフト部と、前記ハウジングと前記プリント基板との間
に挟まれて保持される固定部と、前記キートップを移動させる弾性変形可能なアーム部と
、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、操作性の良好な電子機器となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態による操作パネルの正面を示す図。
【図２】同上実施形態における操作パネルの要部を拡大した平面図。
【図３】同上実施形態における図２のＶ－Ｖ断面図。
【図４】同上実施形態におけるキートップを背面側から示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の電子機器についての実施形態として、複写機や送信機等に搭載される操
作パネルに適用したものを例に挙げて説明する。
【００１３】
　図１から図３に示すように、操作パネル（電子機器）Ａは、タッチパネル１と、液晶表
示ユニット（表示パネル）２と、プッシュスイッチ（スイッチ）３と、ハウジング４と、
ホルダ５と、プリント基板６と、を備えている。
【００１４】
　タッチパネル１は、例えば、静電容量方式や抵抗膜方式のタッチパネルを適用でき、背
面側に設けられる液晶表示ユニットからの出力画像を透過可能に略透明なものを適用でき
る。タッチパネル１は、利用者によって、ハウジング４の開口部４１から触れて操作可能
なように設けられる。
【００１５】
　また、この場合、タッチパネル１は、導電性シートからなる枠部１１に張り付けられ、
この枠部１１とガスケット１２とを、ハウジング４との間に介在して設けている。この枠
部１１及びガスケット１２は、ハウジング４によって隠れる位置で操作領域の周りを囲ん
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で設けられる。枠部１１は、接地接続することでタッチパネル１の静電気を逃がす作用が
あり、ガスケット１２は、開口部４１からの埃などが、ハウジング４内部へ入り込むこと
を防ぐ作用がある。
【００１６】
　液晶表示ユニット２は、詳細に図示しないが、液晶表示素子や光源、駆動回路等を設け
て筐体内にユニット化したもので、タッチパネル１の背面側（操作面と反対側）に設けら
れる。液晶表示ユニット２は、文字や操作釦などの画像を表示するものであり、図示しな
いコンピュータの制御によって生成された表示画像信号に基づいて所望の表示出力を行う
ことができる。なお、本実施形態では、液晶表示素子及び光源を適用するが、他に有機Ｅ
Ｌ素子をこれらと置き換えて適用することもできる。
【００１７】
　プッシュスイッチ３は、キートップ３１と、スイッチ素子３２とを有しており、利用者
の指先によるキートップ３１の押圧操作によって、プリント基板６に実装されるスイッチ
素子３２を作動させるように、それぞれ配置される。このプッシュスイッチ３は、タッチ
パネル１や液晶表示ユニット２の隣に設けられ、使用頻度や表示関連性が高い操作機能が
割り当てられる。なお、操作パネルＡには、この他にも複数のスイッチ７が設けられる。
【００１８】
　ハウジング４は、開口部４１と、プッシュスイッチ３のキートップ３１を備える孔部４
２が形成されており、合成樹脂等の材料からなる。ハウジング４は、固定部材４３によっ
て挟むようにして、液晶表示ユニット２やタッチパネル１等を保持する。また、ハウジン
グ４は、プリント基板６と挟むようにして、キートップ３１を保持している。なお、固定
部材４３やプリント基板６は、図示しない箇所でビス止め保持される。
【００１９】
　ホルダ５は、この場合、合成樹脂材からなり、液晶表示ユニット２を囲うように枠上に
設けられ、ハウジング４の開口部４１に対する液晶表示ユニット２の位置を定めるために
介在する。表示面と垂直方向において、ホルダ５と液晶表示ユニット２との間には、隙間
を埋めるための弾性部材５１を設けており、ハウジング４へ固定する際の応力集中による
液晶表示の不具合を防止している。なお、弾性部材５１は、液晶表示ユニット２の表示面
へ埃等が入り込むことを防止するため、液晶表示ユニット２の表示領域を囲うように一周
設けられる。
【００２０】
　プリント基板６は、ホルダ５の隣で、キートップ３１の背面側に設けられ、キートップ
３１に押圧されるスイッチ素子３２を実装している。この場合、スイッチ素子３２は、プ
リント基板６に表面実装されるタクトスイッチを適用できる。
【００２１】
　次に、プッシュスイッチ３について図３、図４を用いて説明する。なお、図４はキート
ップを背面側（表示面と反対側）からみた図である。
【００２２】
　キートップ３１は、利用者の指先に触れる操作面３１ａと、ホルダ５に突き当て可能に
設けられる当接部３１ｂ及びプリント基板６に突き当て可能に設けられる当接部３１ｃと
、この当接部３１ｂ，３１ｃによる突き当て状態の際に、スイッチ素子３２を押圧操作す
るシャフト部３１ｄと、ハウジング４とプリント基板６との間に挟まれて保持される固定
部３１ｅと、この固定部３１ｅを作用点としてキートップ３１を移動させる弾性変形可能
なアーム部３１ｆと、を備える。
【００２３】
　この当接部３１ｂ，３１ｃは、シャフト部３１ｄの周りの四方に設けられており、操作
面３１ａが多様な角度から押圧操作されてもストローク、または利用者に与える感触を一
様にできるため、商品性の高いプッシュスイッチ３となる。
【００２４】
　また、キートップ３１は、液晶表示ユニット２に一部重なる位置に設けることができる
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ため、液晶表示ユニット２の表示領域やタッチパネル１の操作領域の近くに配置でき、こ
れら操作や表示の関連性や操作性を高めることができる。
【００２５】
　キートップ３１の当接部３１ｂは、押圧操作によってホルダ５に突き当たるため、タッ
チパネル１や液晶表示ユニット２への応力影響を小さくできる。特に、弾性部材５１の作
用によって、液晶表示ユニット２への応力影響を更に小さくできる。
【００２６】
　また、図３や，図４の点線に示すように、タッチパネル１は、キートップ３１の当接部
３１ｂとホルダ５との突き当り箇所を避けるように設けられるため、タッチパネル１を挟
み込むことなく、当接部３１ｂとホルダ５とが対向でき、キートップ３１とタッチパネル
１とをより近い位置に配置できる。
【００２７】
　斯かる操作パネルＡは、液晶表示ユニット２と、この液晶表示ユニット２を保持するホ
ルダ５と、液晶表示ユニット２による表示面を臨むように設けられる開口部４１と設け、
ホルダ５を固定するハウジング４と、開口部４１の隣に、キートップ３１を有する押圧操
作可能なプッシュスイッチ３と、を備え、キートップ３１は、前記押圧操作によって、ホ
ルダ５に突き当たるように、ハウジング４に保持される。
【００２８】
　従って、液晶表示ユニット２による表示画面とプッシュスイッチ３とをより近くに配置
でき、操作性の良好な電子機器となる。
【００２９】
　なお、本発明の電子機器を上述した実施の形態の構成にて例に挙げて説明したが、本発
明はこれに限定されるものではなく、他の構成においても、本発明の要旨を逸脱しない範
囲において種々の改良、並びに表示の変更が可能なことは勿論である。例えば、当接部３
１ｂが突き当たる対象のホルダとして液晶表示素子の金属筐体を適用することも可能であ
り、上述した実施形態と同様の効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　本発明は、電子機器に関し、特に画像表示する表示パネルやタッチパネルと、プッシュ
スイッチを同一面に併設する操作パネルとして好適である。
【符号の説明】
【００３１】
１　　タッチパネル
２　　液晶表示ユニット（表示パネル）
３　　プッシュスイッチ（スイッチ）
３１　キートップ
３１ａ　操作面
３１ｂ　当接部
３１ｃ　当接部
３１ｄ　シャフト部
３１ｅ　固定部
３１ｆ　アーム部
４　　ハウジング
４１　開口部
５　　ホルダ
６　　プリント基板
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